
八戸地域広域市町村圏事務組合公告第 ４ 号 

 

一般廃棄物処理施設整備基本計画策定支援業務委託に係る公募型プロポーザル方式の実施 

 

 

次のとおり技術提案書の提出を招請します。 

 

令和７年５月８日 

                       八戸地域広域市町村圏事務組合 

      管理者  熊 谷 雄 一     

 

 

記 

 

 

１ 業務の名称 

 一般廃棄物処理施設整備基本計画策定支援業務委託 

 

２ 業務内容 

一般廃棄物処理施設整備基本計画策定支援業務委託 一式 

別紙「一般廃棄物処理施設整備基本計画策定支援業務委託に係る公募型プロポーザル

実施要項」及び「一般廃棄物処理施設整備基本計画策定他支援業務委託特記仕様書（プ

ロポーザル）」のとおり。 

 

３ 実施方法 

 別添「一般廃棄物処理施設整備基本計画策定支援業務委託に係る公募型プロポーザル

実施要項」のとおり。 

 

４ 委託期間 

契約締結日の翌日から令和９年３月３１日（水）まで 

   （令和７年度から令和８年度継続費を設定）  

 

５ 委託金額の上限額 

20,000,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

 

６ 選定方法 



 公募型プロポーザル方式による随意契約 

７ 参加資格要件 

次に掲げる各号の要件を満たす者であること。 

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４第１項の規定に該当し      

ない者であること。 

② 八戸市請負工事等の競争入札等参加者の資格に関する規則（昭和 42 年八戸市規則

第９号）第３条の 規定に基づく建築関係コンサルタント業務もしくは土木関係コ

ンサルタント業務又はその両方の入札参加資格が認定されていること。 

③ このプロポーザル公告の日から契約日までのいずれの日においても、八戸市建設業

者等指名停止要領（平成 16 年６月１日実施）に基づく指名停止の措置を受けてい

ないこと。 

④ 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）第 17 条第１項の規定による更生手続開始の

申立てをしていない者若しくは同条第２項の規定による更生手続開始の申立てを

なされていない者であること又は民事再生法（平成 11年法律第 225 号）第 21 条第

１項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者若しくは同条第２項の規

定による再生手続開始の申立てをなされていない者であること。 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条

第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員の統制下にある団体

に該当しない者であること。 

⑥ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）       

に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でない者であること。 

⑦ 地方公共団体（一部事務組合含む。）が委託する一般廃棄物処理施設整備（原則とし

て焼却施設に限る。）に係る建設候補地調査業務又はこれに類する業務の実績を有

し、特記仕様書等で定める要件を満たす管理技術者、担当技術者および照査技術者

を配置できること。 

⑧ 平成２７年度以降に、地方公共団体（一部事務組合含む。）が委託する、一般廃棄         

物のごみ焼却処理施設（２５０ｔ/日以上）の新設又は更新に係る施設基本計画策

定業務等のごみ焼却処理施設を含む計画業務（以下、「同種業務」という。）を受託

し、かつ完了した実績を１件以上有すること。（参加表明書提出時点において業務

が完了しているものに限る。） 

 

８ 受託候補者の決定及び通知 

 別添「一般廃棄物処理施設整備基本計画策定支援業務公募型プロポーザル審査要領」 

に基づき実施する。 

 

 



 

９ 選定までの日程 

内容 日程 

プロポーザルの公告、実施要項の公表、公募開始 令和７年５月８日（木） 

プロポーザル説明会参加申込期限 令和７年５月１５日（木）午後５時まで 

プロポーザル説明会 令和７年５月１６日（金）午後２時から 

質問の受付期限 令和７年５月２３日（金）午後５時まで 

質問回答の公表（参加表明書に関する回答） 令和７年５月２７日（火）までに公表 

質問回答の公表（技術提案書に関する回答） 令和７年５月２９日（木）までに公表 

参加表明書の提出期限 令和７年５月３０日（金）午後５時まで 

技術提案書の提出期限 令和７年６月２０日（金）午後５時まで 

技術提案書に係るプレゼンテーション（採点） 令和７年７月４日（金）（予定） 

審査結果通知 令和７年７月１１日（金）（予定） 

契約締結 令和７年７月１８日（金）（予定） 

※土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日

を除く 

 

１０ 担当部署（提出・問い合わせ先） 

八戸地域広域市町村圏事務組合 八戸清掃工場   

住 所：〒039-1107 青森県八戸市大字䬤引字取揚石 1-1 

電 話：0178-38-1825（一般廃棄物処理施設整備準備室 直通） 

ＦＡＸ：0178-27-9707 

E-mail：hachisei@city.hachinohe.aomori.jp 

 

 


